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気候変動がもたらす危機は今の時代が抱える最も切迫した社会問題の一つです。気温が上昇するにつれ、
甚大な被害をもたらす異常気象の増加から生態系の破壊、極端な社会経済的負担に至るまで私たちは相
次ぐ悲惨な将来に直面しています。未来の世代のためにも、この危機への対処は企業が掲げる責務の最優
先事項でなければなりません。

その意味では、新型コロナウイルスの感染拡大（パンデミック）は警鐘となりました。出張が基本的に停止
になり、そして自動車により道路を走行する通勤者が減少し、世界中で空気や河川が綺麗になりました。実
際、都市封鎖（ロックダウン）の影響で二酸化炭素の排出量は記録的に急減しました（対2019年比で8％
近く）。メッセージは明白です。すなわち、私たちが今行動を起こせば、変化が可能であるだけでなく実現性
も高いということです。そして投資家その他主要ステークホルダーは、企業に対して責任を果たすよう要求
する構えです。しかしその実態はどうなっているのでしょうか。

はじめに、企業は自らの環境リスクを評価し、炭素排出量の削減計画を策定し、そしてその進捗状況を正
確に報告する必要があります。こうした点を踏まえて監査委員会は、将来に関する前提を財務諸表およびリ
スク評価に反映する際のあり方を検討し始めています。しかしながら多くの企業にとって、財務報告と非財
務報告のデータおよび説明に気候変動に関する前提を組み込むというのは骨の折れる作業です。以下で説
明している調査結果においては、調査に参加した監査委員会メンバーの60％近くが、気候変動について定
期的に議論していないと回答し、半分以上が自らを「気候変動に関する知見がある」とは評価していません。

有益な気候変動に関する報告を行うには、一筋縄ではいかない報告プロセスおよびデータ収集の見直し、
担当部門の教育、そして多くの場合においては監査委員会自身のトレーニングが求められます。しかしなが
ら、その対応の緊急性および膨大さに拘わらず、多くの取締役会が、一貫性のない基準、統一されていない
国際基準の設定、そして投資家による多大な期待を目の前にして二の足を踏んでいます。幸いにも、世界経
済フォーラムが国際的なESG報告基準をとりまとめており、デロイトを含め、報告プロセスの一環として同
基準を採用する企業が世界各国・地域で増えています。

デロイトは、私たちに寄せられる信頼と期待を高め、そして期待以上のインパクトを創出するために、報告
の明確性および透明性の改善に努めています。

その一方で、監査委員会が気候変動に対して取り組む良い事例とは何でしょうか。本稿では、デロイトにお
ける気候変動およびサステナビリティの専門家による知見、350人を超える監査委員会メンバー・委員長
を対象とするグローバルな調査の結果、規制当局や投資家、監査委員会メンバーからのインタビュー調査
を取りまとめることで、この質問への答えを導き出すことを目指します。

本稿で紹介する情報が皆様にとって有益になれば幸いですが、何よりも、本稿が行動を起こすきっかけにな
ることを期待しております。選択の余地は一切ありません。低炭素経済への移行は既に始まっており、私た
ち一人一人に果たすべき役割があるのです。

序文

Jean-Marc Mickeler
Deloitte Global Audit and
Assurance Leader

Punit Renjen
CEO, Deloitte Global
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ステークホルダーへのインタビュー：Robin Stalker

Hugo Boss AGの監査委員会委員長。またSchmitz Cargobull AGの監査委員会メン
バー兼取締役会（ドイツのSupervisory Boardを指す）副議長、Commerzbank AG
の監査委員会メンバー、Schaeffler AGの取締役会メンバーも務めています。

気候変動は、地球、そして私たちが事業を営む社会の存続の脅威となっています。幸いなことに今日、投資家や
規制当局のみならず、顧客やサプライヤーの後押しも相まって、気候変動に関する取り組みを強化することが期
待されています。これらステークホルダーのすべてが、企業からの透明性ある情報開示を求めています。これら
の状況を踏まえて、監査委員会も気候変動に関する情報を収集し、影響等を分析することが求められています
が、取り組みを開始したばかりの大半の企業は、往々にして有益な非財務データを持ち合わせていません。我々
においては、経営者がこれらの点に対処し、監査委員会は営業上の意思決定と説明責任の双方に重要となる評
価指標（KPI）を特定する支援を行うことが役割と認識してます。これら取組みの推進のほか、EUにおける非財
務情報のうち取締役会、監査委員会の役割にかかる開示要件が強化されたことも加わり、取締役会、経営陣、
そして組織全体に気候変動問題に対する意識を浸透させることを実現しました。

私の個人的な考えではありますが、監査委員会として経営者を監査し、優れたガバナンスを徹底する義務を果
たすためには、監査委員会も企業戦略を十分に理解することが重要と考えます。如何なる戦略においても、「我々
の事業には持続可能性があるか？」「気候変動がもたらすリスク・機会を認識し対策に取り組んでいるか？」「我々
が営む事業の存在意義は何か？」といった問いが根幹になっています。すべての監査委員メンバーは、これらの
問いが企業戦略に織り込まれているかを把握し、理解する必要があります。

また監査委員会は、意思決定の内容や意思決定に至るまでのプロセスの透明性を検証し、分析する必要もあり
ます。そのため、企業が気候変動の対策に取り組む必要があると判断した場合は、対策に関する議論は単なる
「付加的」な存在ではなく、戦略全体の要となります。そうした意味では、監査委員会は財務情報と非財務情報
の正確性や信頼性について検証するほか、制度開示の一環として、情報の整理を一部の組織に任せるのではな
く、経営者自身が意思決定のために気候変動に関する情報を活用していることを検証することが重要となります。

私たちはまた、目標設定や経営陣のインセンティブの合理性についても検証する必要があります。当然ながら、
目標設定は意欲的であるべきですが、同時に妥当かつ測定・報告可能でもなければなりません。

監査委員会に求められる気候変動に関するスキルに関しては、特別なスキルが必要であるとはまったく思いませ
ん。必要なのは、監査委員会メンバーが、この議論の本質、すなわち事業において意思決定を行なう際の基本
的な部分であるという点を理解した心構えを持つということです。

最後になりますが、この領域がまだ成長過程の分野であるという点を理解する必要があります。私たちはみな
現時点では学びの過程にあり、どの取締役会においても現在のところ対応状況は完璧ではありませんせし、も
ちろん完璧な基準も存在しません。しかしながらこれらの状況を挑戦しないことの言い訳にしてはならないと考
えます。
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監査委員会の 
調査

調査の要約
取締役と監査委員会にはまだまだやるべきことが残されている

 • 監査委員会の回答者の42％が、自分の組織による気候変動対応は
自身が望むほど迅速かつ十分ではないと回答しました。

 • 監査委員会メンバーの半分近くが、気候変動対応に関する十分な知
識が備わっていないとの見方を示しました。

 • 回答者によると、気候変動対応を監査するうえでの主な課題は、気
候変動に関する明確な戦略の不在（65％）が最も多く、戦略等を検
討するうえで有益となる情報の不足（46％）がそれに続きました。
CEOが気候変動に関する戦略について責任を負うと答えた回答者
は70％に達したにも拘らず、このような結果になりました。

監査委員会は気候変動に関する議論をどのくらいの頻度で行っていま
すか？気候変動の影響は財務諸表に反映されていますか？

 • 全回答者の60％近くが、自社の監査委員会は気候変動について全
く議論していない、または決まった議題として議論していないと回答
しました。

 –アジア太平洋（APAC）の回答者においては、この傾向が一段と強
く、同回答の割合は69％に達しました。
 – 気候変動を毎回議題としてとりあげていると答えた回答者は僅か
6％でした（米州：8％、APAC：3％、欧州・中東・アフリカ（EMEA）：
7％）。

 – 他方、最も進んでいる地域はEMEAで、回答者の55％が、少なく
とも1年に1回は気候変動を監査委員会の議題としてとりあげて
いると回答しました。

 • 調査対象の監査委員会メンバーの半分近くが、自社の監査委員会
には「気候変動に関する知見がある」と評価していません。自社の
監査委員会メンバーの一部または全員に気候変動に関する知見が
あると答えた回答者が過半数に達した地域はEMEAだけでした。
 – 回答者の52％が、自社の監査委員会メンバーの一部または全員
に「気候変動に関する知見」があると答えました（米州：51％、
APAC：41％、EMEA：62％）。

 – 回答者の48％が、自社の委員会には「気候変動に関する知見」
が無い、または一人の委員のみに依存していると回答しました。

 • 回答者の70％が、自社の組織は総合的な気候変動が与える影響の
評価を実施していないと回答しました。また回答者の52％が、この

問題は組織に重要な影響を及ぼさないと考えています（米州：
62％、APAC：49％、EMEA：46％）。
 – 回答者の僅か18％が、自分たちの気候変動が与える影響の評価
を財務諸表に反映されていると回答しました。評価は実施したが、
影響はまだ財務諸表に反映されてないと答えた回答者は12％で
した。

監査委員会メンバーへの助言
気候変動問題に取り組むに当たり他社の監査委員会に助言をすると
したらどのような助言をしますか？と聞いたところ、トレーニングが最
も多くあげられ（全回答者の87％がトレーニングに言及しました）、優
れた経営情報（79％）、気候変動問題と企業戦略の整合性の確保
（78％）がそれに続きました。
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監査委員会の対応状況

a. 監査委員会内での議論
監査委員会はどのくらいの頻度で気候変動を議題にとりあげている
か？定例の議題になっているか、時折とりあげられるだけなのか、あ
るいは場当たり的にとりあげられているだけか？これまで気候変動を
議題にとりあげたことがない監査委員会はどのくらいあるか？

監査委員会の議題として気候変動を個別に取り上げていますか？ 
また、どのくらいの頻度で議題として取り上げていますか？

調査方法
以下の分析は、2021年9月に実施した、世界各国・地域の
監査委員会メンバーを対象とした調査に基づきます。調査票
は電子メールにて送信し、回答はオンラインで受信しました。

40を超える地域の合計353人から回答が得られ、その大半
（56％）が監査委員会の委員長でした。以下の図では、回答
を米州、アジア太平洋（APAC）、欧州・中東・アフリカ（EMEA）
に区分しています1。

© Deloitte Global

会社の種別に関しては、回答者の67％が上場企業の監査委
員会の委員を務めている一方、同族経営企業を含む非公開
企業にて委員を務めている回答者は17％でした 2。業界は多
岐にわたり、最も大きな割合を占めた回答者は金融サービス
（27％）で、製造業（15％）と資源関連（14％）がそれに続
きました。

EMEA
152 
（43%）

米州
101（29%）

APAC
100 
（28%）

企業が登録されている場所

本調査では、世界各国・地域の監査委員
会メンバーの60％近くが、自社の監査委
員会では気候変動を定期的に議論してい
ないと回答しました。

気候変動に関する議論の頻度については、EMEAの監査委員会が先
行し、55％が気候変動に議題を少なくとも1年に1回取り上げていま
した。一方、米州では34％、APACでは31％に留まりました。

私たちの周りや社会で起こっていることに目を向
けられる委員会メンバーが必要です。
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b. 気候変動に関する知識と理解
「気候変動に関する知見がある」とは、人によって定義が異なるかもし
れません。監査委員会内の現状を浮き彫りにしようというのがこの質
問の趣旨です。

EMEA

APAC

米州

世界

14

14

15

14

20

34

28

26

4

11

7

7

46

32

37

39

16

9

14

13

いいえ、しかし専門家に相談することはできる

いいえ、会社の執行役や経営者に頼っている

いいえ、特定個人の委員任せになっている

数名はそうだが、全員ではない

はい、全委員がトレーニングを受けるなど一定の経験がある

© Deloitte Global

「気候変動に関する知見がある」とみなされるほど効果的に問題に対
処するのに必要なリソースと経験が備わっているかどうかを聞いた質
問に対し、全監査委員会メンバーの半分近くが否定的な回答をしまし
た。地域別ではEMEAが先行しており、回答者の62％が、監査委員
会メンバーの一部または全員に「気候変動に関する知見がある」と答
えました。他方、米州のこの値は51％、APACは僅か41％でした。

貴社の組織は貴方が望むくらい迅速かつ十分に 
気候変動問題へ対処していますか？

監査委員会に「気候変動に関する知見」はありますか？

EMEAAPAC

米州世界

5842 5050

5644 6436

いいえ はい

c. 組織および監査委員会の全般的な対応状況
調査ではまた、気候変動問題への対処に関する企業の進捗のペース
および有効性を、組織全体と監査委員会について聞きました。

42％が、自社による気候変動対応は自身が望む
ほど迅速かつ十分ではないと答えました。
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気候変動リスクに関する規制上の責任および貴社における炭素排出量の
削減目標を達成するに足る情報、能力、および権限が監査委員会に備わっ
ていると思いますか？

EMEAAPAC

米州世界

5248 4654

4951 5842

いいえ はい

© Deloitte Global

解説
これらの回答は厳しい現実を突き付ける結果であり、今日の
取締役会の多くでは、気候変動問題に取り組むに当たりやる
べき事が多く残されていることが分かります。取締役会におけ
る気候変動に関する知見は一様ではなく、経営者や外部に大
きく依存している模様です。世界全体がまだこの問題について
学びの段階であるため、見方によっては特段驚くほどのことで
もありませんが、取り組みのペースを上げる必要があります。
本調査で後述している通り、委員会メンバーの圧倒的多数
（87％）が、監査委員会はこの問題についてトレーニングを受
ける必要があるとの見方を示しています。

一部の監査委員会メンバーが感じている煩いが、調査結果に
如実に表れています。自身が望むくらい迅速に自分の組織が
動いていると答えた回答者は僅か58％にとどまり、自分の組
織にもっと迅速に動いて欲しいと考えている回答者が42％い
ることが分かりました。

自社による気候変動対応は自身が望むほど迅速かつ十分ではないと
感じている回答者は42％にも達しました。そのように答えた回答者が
最も多かったのは米州で、監査委員会メンバーの半分がそのように答
えました。そして最も少なかったのはEMEAの36％でしたが、それで
も回答者の3分の1以上に相当する水準です。

気候変動リスクに関する規制上の責任および企業における炭素排出
量の削減目標を果たし達成するに足る情報、能力、および権限が監査
委員会に備わっているかどうかを聞いたところ、全監査委員会メン
バーの半分近くが、十分備わっているとは考えないと回答しました。こ
の点についても米州が最も多く、EMEAが最も少ない結果になりまし
た。
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ステークホルダーへのインタビュー：René Hooft Graafland

Ahold Delhaizeの監査・財務・リスク委員会の委員長兼サステナビリティ委員会
の委員。Koninklijke FrieslandCampina N.V.の取締役会と監査委員会の構成
員、Lucas Bols N.V.の取締役会議長、Royal Theatre Carré FundとStichting 
African Parks Foundationの理事長、オランダにおけるコーポレートガバナンス
規則監視委員会の委員も務めています。

気候変動およびサステナビリティに関する企業の情報開示と財務報告との融合が進んでいます。報告自体もそ
うですが、報告プロセスも融合されつつあります。監査委員会が非財務情報について担う責任がますます拡大し
ています。もちろんこれは企業の情報開示が進化した結果ですが、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標、およ
び目標が組み込まれている気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）によるフレームワーク3など各種フ
レームワークの登場が寄与している面もあります。Ahold Delhaizeでは、ガバナンス、戦略、指標、目標に重
点を置くサステナビリティ委員会が設置されている一方、監査委員会はリスク管理と、非財務情報の報告に係る
プロセスと質に重点を置いています。

気候変動に対する取り組みとそれに関する報告は顕著な進化を遂げてきました。従来は、企業の環境拠点とそ
の運用に主な重点が置かれていました。これは非政府組織（NGO）や社会の関心事項であることは明らかであ
り、企業は対応する必要があります。しかしながら今日私たちは、企業が受けうる気候変動による影響にも注意
を払っています。こうしたアプローチは、当然ながら関心の対象が企業価値である金融市場による影響を大きく
受けています。よって、企業自体が気候変動にどのような影響を及ぼすかという点と、気候変動が企業にどのよ
うな影響を及ぼすかという点を検討しなければならないことは明白です。

他方、私たちは気候変動の複雑さを過小評価してはいけません。取締役会にとっては、この複雑性への対処は
骨の折れる作業になり得ますが、単に監査委員会に専門家を割り当てれば良いという問題ではないと私は考え
ています。むしろ、私たちの周りや社会で起こっていることに目を向けられる委員会メンバーが必要です。学ぶ姿
勢のある人材が必要です。専門知識が必要であれば、気候変動や測定について勉強会を企画します。また、委
員会に専門家を招き講義をしてもらうこともあります。

私たちに関して言えば、三角構造を形成しています。すなわち、監査委員会とサステナビリティ委員会、さらに
は取締役会が設置されています。監査委員会の委員長である私は、サステナビリティ委員会の委員でもあり、厳
密に言えば両委員会の十分な連携の確保を担っています。監査委員会として、私たちは取締役会に報告を行い
ます。議論の結果はもとより、さまざまな想定の検討についても報告します。例えば、地球の気温が次第に上昇
した場合に関するさまざまな想定と私たちの事業運営との関係を報告します。監査委員会にてリスク指標を事
前に準備し議論をしますが、最終的には、気候変動という広範な話題が取締役会全体の議題になります。私の
見解では、取締役会が環境・社会・ガバナンス（ESG）問題について共同で責任を負います。

もちろん、多くの課題もあります。私たちは、さまざまな物理的事象が私たちのビジネスにどのような影響を及
ぼし得るか、そしてどのような軽減策が必要かという点を検討しています。また移行リスクも検討しています。「政
府が二酸化炭素削減目標を達成するために整備し得るあらゆる種類の規制や税制により、どのような影響が生
じるだろうか？」「消費者の行動はどのように変化するだろうか？」など多くの問いを検討しています。そして、私
たちがどのように気候変動に対応するかについて、私たちが行っている投資と追求している適応に関して、議論
があるでしょう。結局のところ、これらの問題はすべて私たちのビジネスの核心に触れており、簡単な答えはあ
りません。ただ、これだけは、はっきり言えます。私たちは今行動を起こさなければなりません。何もしないとい
う選択肢などないのです。
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気候変動への取り組みを監督するにあたり監査委員会が抱える課題

何が変化の前に立ちはだかっているのでしょうか。本章では、気候変動への取り組みの監督にあたっての自
社内外の問題について監査委員会メンバーの見方を検証します。

気候変動への取り組みを監督するに当たり、貴社の組織に関係する最も大きな課題は何ですか？ 
該当する回答をすべて選んで下さい。
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監査委員会メン
バーの65％が、最
大の課題は、「合意
が形成された明確
な炭素排出量削減
戦略、途中経過目
標が定められた行
動計画、経営者に
責任を課す手段の
整備」だと答えまし
た。

乏しいデータ・経営情報の質も、監査委員会メンバーの半分近くが課題であると指摘しました。

気候変動への取り組みを監督するに当たり、外部環境に関係する最も大きな課題は何ですか？ 
該当する回答をすべて選んで下さい。
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解説
IFRS財団のもとに国際サステナビリティ基準審議会が設立されたことで、サステナビリティに関する企業の情報
開示について確実性が向上するという期待があります。もっとも、監査委員会メンバーの大部分の間に、自己の
組織内での変化のペースについて不安があることが調査結果から伺えます。規制が策定されれば、必要な変化
を実現すべきだとの切迫感が強まり変化の加速に役立つでしょう。

委員会メンバーによる外部の課題の指摘は尽きることがありません。この点に関する主な懸念は、共通の報告基準の
不在（60％）と、変化する規制環境（46％）です。また、回答者の46％が、「本当の意味で取組みを推進するための
組織の枠を超えた連携の実現が困難」を挙げました。製品・サービスの適合が課題であると示した回答者も3分の1
いました。

私たちがどのように気候変動に対応するかは、私たちが行っている投資と追求している
適応の観点から議論されるでしょう。これらすべてが私たちのビジネスの核心に触れて
おり、簡単な答えはありません。
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ステークホルダーへのインタビュー：Erik Thedéen

スウェーデン金融監督庁長官、証券監督者国際機構（IOSCO）サステナブル・ファイナン
スに関する理事会レベルのタスクフォース議長。このインタビューでエリック・テデーンは、
サステナビリティに関する開示基準の国際的枠組みの最新動向を語っています。

IOSCOは、投資家の情報ニーズを満たし透明性の高い市場に資する世界共通の企業の情報開示を実現すると
いう目標に取り組んでいます。比較可能かつ正確で監査レベルのチェックにも耐えられるサステナビリティ報告
が主流になるには、質の高いグローバルなサステナビリティ報告基準という土台が不可欠です。投資家は企業
の短期・中期・長期的な業績見通しと、気候変動リスクによる経済的影響を含むサステナビリティ関連リスクの
管理方法に関する情報を必要としています。世界的な気候変動問題の緊急性に鑑みると、着実な前進の実現は
欠かせません。そのため、如何なるフレームワークにおいても気候変動をまずは焦点とし、次いで社会・ガバナ
ンス関連の開示の標準化を急ぐべきです。

数十年にわたり、サステナビリティ報告は自主的な慣行に終始していたため、企業はそれぞれ異なる報告の枠
組みを用いることができました。残念ながら、それ故に複数の報告の枠組みへと分散してしまい、その結果、企
業は統一性のない比較不能な情報を発信し、中には選択的に報告の枠組みを適用する企業も現れました。私
たちは、投資家コミュニティやステークホルダーから、財務報告に記載されている現在の気候関連情報のレベル
では、十分な情報に基づいた意思決定や資本配分を行うには不十分であるとの意見が出ています。さらに証券
規制当局、投資家、企業の間では、一連の世界的な持続可能性報告基準が必要であるというコンセンサスが形
成されつつあります。

監査委員会は、気候変動を含む持続可能性要因に関する情報の質が比較可能であり、財務情報の基準を満た
すことを確認する上で重要な役割を果たします。

監査委員会の委員長は、報告の質を促進する必要があるため、株主の利益のためにサステナビリティ情報の適
切性および信頼性と、適用される規制および規定の遵守を評価する必要があります。さらに、使用されたESG
の測定基準・方法について正当性を疑い、データの矛盾を調査し、そして質の高い保証プロセスを徹底する用
意を整えておかねばなりません。

理想を言えば、サステナビリティ責任者が定期的に経営幹部と対話を行い、リスク・機会を問わずサステナビリ
ティに関する検討が、事業の中心に組み込まれるよう徹底すべきです。これは証券規制機関にも当てはまり、私
たちはこの問題を業務の中心に据える必要があります。

今後、十分なスキルをもったトレーニングを受けた監査人が不足することが見込まれます。IOSCOは、これらの
事項について十分に考慮されていることを確認するために、基準設定機関や監査ネットワーク、職業専門家団
体など世界の監査業界と協力しています。各組織は、監査可能で、会社の年次報告書にて適切に報告される充
実した情報を発信する必要があります。企業は、中身のない流行りの表現をむやみに使用するのではなく、自己
の事業にとって重要かつ関連性のあるESGの要素に重点を置く必要があります。監査委員会はこれを指摘すべ
きです。
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気候変動に関する責任

a. 監査委員会の責任
監査委員会には企業の情報開示について非常に広範な権限を持っていますが、調査の回答者全員が、これ
ら情報開示に関する中核的な責任が気候関連の影響にも及ぶことを認識していませんでした。気候関連の
問題のどの側面について責任があるかを尋ねたところ、以下の5つが上位に挙げられました。

気候変動関連の問題のどの側面について貴社の監査委員会は監督責任を担っていますか？（上位5点）

世界 米州 APAC EMEA
リスク管理 － 気候変動関連リスクの特定・評価プロ
セスの有効性

64% 63% 64% 64%

企業の情報開示 － 年次報告書の前半部分にある、気
候変動関連のリスクと機会に関する説明の信頼性（例
えば、TCFD提言の開示や主たるリスク・不確実性など）

63% 52% 56% 75%

企業の情報開示 － 気候変動関連のリスクと機会への
対処に伴う影響の財務諸表への反映。各種価値の評価
と減損における判断および見積りに関するものを含む

60% 54% 56% 66%

外部監査 － 気候変動関連の財務諸表リスクの特定お
よび対応について外部監査人がとった方針の監督

56% 53% 51% 62%

保証 － 気候変動関連の情報および開示について得た
保証の有効性、独立性、および客観性

48% 42% 43% 55%

© Deloitte Global

概ね同じ傾向がすべての地域で見られましたが、EMEAに本拠を置く企業では、回答者の75%が「年次報
告書の前半部分にある気候変動関連の報告」に関する責任を認識し、66%が「財務諸表における気候変
動リスクへの対処」に関する責任を認識していました。
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世界 米州 APAC EMEA
CEO 70% 68% 75% 68%

チーフ・サステナビリティ・オフィサー 11% 12% 8% 12%

CFO 5% 6% 7% 3%

CRO 4% 3% 4% 5%

最高戦略責任者 1% 1% 0% 3%

その他 9% 10% 6% 10%

世界 米州 APAC EMEA
取締役会 61% 54% 63% 64%

リスク委員会 12% 13% 17% 9%

監査委員会 8% 9% 8% 7%

指名／ガバナンス委員会 6% 10% 5% 5%

その他の委員会 13% 14% 7% 16%

© Deloitte Global

b. 経営陣と取締役会内のリーダーシップ
サステナビリティと気候変動について全体的な責任を負っているメンバーは誰ですか？

サステナビリティと気候変動に関する全体的な責任を担っているのは 
取締役会または委員会ですか？

解説
意外ではないかもしれませんが、気候変動に関する全体的な責任は基本的にCEOに集中している様
子です。このことは、取締役会にとって、炭素排出量の削減目標や、削減を実行・達成するインセンティ
ブを企業戦略と整合させる契機となります。これらの結果から、構造的な整合性の確保がなされてい
る様子がうかがえますが、このことは組織全体の考え方を統合する機会を迎えていると示しているの
かもしれません。

経営陣のうち誰がサステナビリティと気候変動について全体的な責任を担っているかを聞いたところ、大部
分の回答者がCEO（70％）が担っていると答え、チーフ・サステナビリティ・オフィサー（11％）がそれに
続きました。

サステナビリティと気候変動に関する責任を取締役会または委員会が担っているかについては、全回答者
の61％が取締役会がこの責任を担っていると答えました。
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気候変動の影響評価と報告

a. 気候変動の影響評価の状況
多くの企業にとって気候変動に取り組むということは、包括的な気候変動の影響評価を実施し、その結果を
財務諸表に反映させるということを意味します。これには、気候変動が自己の業務、サプライチェーン、顧客、
さらにはエコシステム全体にどのように影響を及ぼすかを評価することが含まれます。

総合的な気候変動の影響評価を実施したことがありますか？その結果、ならびに関連する戦略および取り
組みを財務諸表に詳しく反映させていますか？
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世界 米州 APAC EMEA
気候変動の影響評価の結果を財務諸表における判断
および見積りに十分反映させている

18% 15% 17% 21%

気候変動の影響評価は完了したが、財務諸表における
判断および見積りにはまだ反映させていない

12% 5% 11% 17%

気候変動の影響評価はまだ完了していないが、財務諸
表に重大な影響が生じると考えている

18% 18% 23% 16%

気候変動の影響評価はまだ完了していないが、現在の
ところ重大な影響は生じないと考えている

52% 62% 49% 46%

全世界の回答者の70％が、包括的な気候変動の影響評価を完了していないと回答しました。そう答えた回
答者の18％が、財務諸表に重大な影響が生じると考えているのに対し、回答者の52％は、気候変動によ
る組織への影響はほとんど無いか全く無いと考えていると答えています。

EMEAにおける回答者の38％が影響評価を完了したと回答しましたが、この値はAPACでは28％に、そ
して米州でも20％に低下します。さらに、気候変動の影響評価は既に財務諸表に十分反映されていると答
えた回答者は僅か18％でした。そして、影響評価は実施したが、財務諸表への反映はまだであると答えた
回答者は12％でした。

影響評価を実施する組織が増えるにつれ、財務諸表への影響の理解が深まることが見込まれます。
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b. スコープ3の温室効果ガス排出
本調査にて、TCFDの提言に沿った開示の中でスコープ3
の温室効果ガス（GHG）排出について報告をしているか
回答者に聞きました。スコープ3の排出とは、組織がその
バリューチェーンの上流下流で間接的に責任を負う排出
量のことをいいます4。TCFDとその提言については、「対
象分野の専門家の見解：気候変動と監査委員会」の章に
て詳しく説明しています。

TCFDの提言に沿った開示の中でスコープ3の排出を報
告していますか／報告する予定ですか？

EMEAAPAC

米州世界

いいえ はい

36 26

74

47

53

31

69

64

世界的に見ると、TCFDの提言に
沿った開示の中でスコープ3の排
出を報告しているまたは報告する
予定であると答えた回答者は僅か
3分の1余り（36％）である

地域によって状況は異なる様です。APACでは47％に達
しますが、EMEAでは31％にすぎず、米州では4分の1強
（26％）にすぎません。

監査委員会メンバーの4人に3人が、
自社の組織は気候変動の影響評価を
完了させてないと答えています。
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解説
企業が気候変動への対応を加速させ、より多くのリソースを投入し、影響評価を実施し、炭素排出
量の削減計画を策定するなか、今後の作業の大変さが調査結果により明らかになりました。スコー
プ3の温室効果ガス排出は、スコープ1や2の排出量よりも定量化が著しく難しいです。TCFDの提
言に沿った報告の中で同排出を報告しているまたは報告する予定であると答えた回答者は僅か
36％にとどまりました。

しかし、スコープ3の排出量が各社の二酸化炭素排出量の大部分を占める公算が大きい点を踏ま
えると、企業はバリューチェーンにおける温室効果ガスの報告を促進するために情報の準備および
情報交換にもっと慣れる必要があります。

スコープ3の排出量を報告している、または報告する予定であると答えた回答者に、報告を行う際の主な
課題は何かを聞きました。

TCFDの提言に沿った開示の中でスコープ3の排出量を報告している、または報告する予定である場合に
おいて、その際に直面している主な課題は何ですか？該当する回答をすべて選んで下さい。

世界 米州 APAC EMEA
測定基準の曖昧さ 78% 92% 77% 72%

バリューチェーンからの充実した情報の不足 71% 85% 71% 67%

スコープ3の排出量を定義する明確な指針の不在 71% 77% 68% 69%

把握する情報の価値への理解不足 52% 62% 58% 46%

バリューチェーン上の関係者による協力の不足 45% 46% 58% 39%

バリューチェー
ンからの充実し
た情報の不足

スコープ3の排
出量を定義する
明確な指針の
不在

把握する情報
の価値への理
解不足

バリューチェーン
上の関係者によ
る協力の不足

測定基準の曖昧さ

78
71 71

52
45
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スコープ3の排出量を報告している、または報告する予定である回答者から、「測定基準の曖昧さ」（78％）
や「バリューチェーンからの充実した情報の不足」（71％）、「スコープ3の排出量を定義する明確な指針の
不在」（こちらも71％）など深刻な課題がいくつか指摘されました。
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ステークホルダーへのインタビュー：Sandra Boss

シニア・マネージングディレクターを務める傍ら、BlackRockのグローバル・ヘッド・オブ・
インベストメント・スチュワードシップとBlackRockのグローバル・エグゼクティブ委員
会の委員を兼務しています。以前はMcKinsey & Co.にてシニアパートナーを担う一方で、
イングランド銀行にて健全性規制委員会（Prudential Regulation Committee）の外
部委員と、独立役員兼リスク委員会（Risk Committee）委員長を務めていました。また、
Elementis GlobalとEnstar Groupの非業務執行取締役、McKinsey Master 
Retirement Trustの運用担当者、Edith Wharton Restoration Charityの会長を歴任。

私たちは何百万もの顧客のために資金を預かって長期投資を行っています。したがって私たちは、企業が直面し
ている課題とリスク、そして企業がそれらをどのように対処しているかの理解に努めています。そのために企業
に対して、長期戦略、その実現に向けた必要なマイルストン、そしてビジネスを支えるガバナンスと運用プロセス
に関する包括的な情報開示を行うよう要求しています。強固な財務情報の開示に加え、企業は、投資家が重要
なビジネス関連のサステナビリティ関連のリスクと機会にどのようにアプローチするかを理解するのに役立つ
データと説明を提供することを要求しています。変更変動リスクはそのリスクの一つです。

世界中の企業がサステナビリティに関する情報開示を劇的に改善させており、また気候変動リスクを軽減し、か
つ気候関連の新たな機会を活用するためにビジネスモデルを適応させるための実質的な行動を講じており、私
たちはこうした進展を大変頼もしく感じています。また、サステナビリティの開示に関するグローバルな規制の動
向についても歓迎しており、単一の世界共通の基準実現に向けた国際的な努力を支持しています。このようなグ
ローバルな標準が確立されるまでは、企業や広範なスチュワードシップ・エコシステムとの関わりの中で、サス
テナビリティ会計基準審議会（SASB）によって特定された業界別の指標によって補完されているTCFDの提言
に準拠した報告を引き続き提唱していく方針です。

私たちは企業に対して、気候変動リスクと機会を長期戦略にどのように組み込んでいるかを明確に示し、かつ、
2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするという国際的な目標と、どのようにビジネスモデルを適
応していくかを詳述するよう求めています。これには、温室効果ガス排出量の削減に関する短期・中期・長期
目標を盛り込む必要があります。実質ゼロへの道のりは直線的でもなければ平坦でもないことは承知していま
す。私たちの要請は、企業が十分な情報開示を行い、マイナスにもプラスにも進捗に影響を与える可能性のあ
る戦略的変化を明確に示すことです。これらの短期・中期・長期目標は、誰もが進捗を確認し、革新的なリーダー
を特定できるようになるでしょう。

委員会のメンバーであるか否かに関わらず、すべての取締役は、取締役会が企業の適応計画を適切に監督でき
るように、気候変動リスクとエネルギー転換に十分精通するべきです。私たちは、適切な取締役会の監督と諸問
題に関する慎重な審議を確保するために、気候変動リスクに責任をもつ委員会（ESGに特化した委員会または
リスクあるいは監査委員会）の取締役に期待しています。

取締役の再任に関する決議への投票は、BlackRockやその他の投資家が取締役会による経営監督に対する支
持または懸念を表明できる最も重要な手段の一つです。企業が長期的な価値に影響を及ぼしかねないリスクに
効果的に対処していない場合は、取締役は責任をとるべきだと私たちは考えます。例えば、昨年、大手持株会
社の監査委員会の前委員長とガバナンス委員会の委員長の再任について私たちは反対票を投じました。私たち
の見解では、その企業のガバナンスの実践、気候変動に係る行動計画、および開示の不備を理由に反対票を投
じるというのは適切であったと考えています。
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他社の監査委員会への助言

この課題の克服に時間とエネルギーを投入してきた監査委員会は、今まさに取り掛ろうとして
いる監査委員会に対して有用な助言をすることができます。

世界 米州 APAC EMEA

各テーマに関する教育の充実 87% 89% 81% 88%

適切な経営情報 79% 75% 79% 81%

企業の気候変動戦略に関する社内調整 78% 77% 77% 78%

専用の社内資源 67% 64% 68% 68%

投資家への企業の方針に関する計画の公表 63% 68% 58% 61%

気候変動について実績のある新しい取締役 41% 45% 41% 38%

© Deloitte Global

適切な経営情報 企業の気候変
動戦略に関する
社内調整

専用の社内資源 投資家への企業
の方針に関する
計画の公表

気候変動につい
て実績のある新
しい取締役

各テーマに
関する教育
の充実

87
78

63
79

67

41

監査委員会への主な助言としては、各テーマに関するトレーニングの充実（87％）、適切な経営情報の確保
（79％）、企業の気候変動戦略に関する社内調整（78％）が挙げられます。この問いについては、全3地域
の結果はかなり似通ったものになりました。

ステークホルダーへのインタビュー：Kerrie Waring

国際コーポレートガバナンス・ネットワーク（International Corporate Governance 
Network）のCEO

世界のリーダーらが気候変動へ対処を目的に優先課題を協議すべくCOP 26の場に集ま
るなか、この調査は、実質ゼロへの移行計画・目標に関する約束を企業が果たすうえで
の監査委員会の役割と対応状況について有用な知見を示す内容になっています。残念な

がら、この全地球的な脅威が委員会で重点的に取り上げられることはほとんどない様子で、気候変動が企業の
ビジネスモデルや長期戦略に及ぼすだろう影響がほとんど認識されていません。企業およびその監査委員会は
一歩踏み出し、2050年までに炭素排出量実質ゼロ経済を達成するのに必要な条件を満たすに当たりビジネス
をどのように適応させるかという目的地を定める、科学に基づく目標 5に対して約束を表明する時期にきていま
す。そのためには、企業の業績に対する気候変動関連の重大な影響と、それがどのようにして社会と環境への
広範な影響へと形を変えるかについて、株主へ定期的に報告する必要があります。
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ステークホルダーへのインタビュー：Tommy Millner

Best Buyの監査委員会委員長。以前は、狩猟・魚釣り・キャンプ用品の大手販売会社で、
それら製品を複数の販売チャネルで販売するCabela� s Inc.のCEO兼取締役。

Best Buyにとってそれは簡単なことでした。人々の間でESGが取り沙汰されるようになる前から私たちはESG
で他社を牽引していました。環境からダイバーシティ＆インクルージョンそして社会的公正に至るまで、これらの
問題はそもそもBest Buyでの行動の一部を構成してきました。私たちは自身をリーダーであると自負していま
す。私たちが採用している方法は単純です。ESG上の目標を定め、それについて報告し、それらを測定するとい
うものです。そしてなんと、概ねそれらの目標を達成してきました。結局のところ、ESGを単なる競争上の優位
性と捉えてはおらず（確かに競争上優位にはなりますが）、私たちは責任ある企業市民として行動したい、率先
して取り組みたいという思いなのです。

Best Buyは気候変動および環境を全社的リスクと捉えており、すべての取締役会および委員会が一定の役割
を担っています。監査委員会が指導的役割を担っているものの、ESGリスクについて責任を負っているのは監査
委員会だけではなく全委員会です。私たちの指名・ガバナンス委員会はサステナビリティに関する取り組みに深
く関わっています。報酬委員会でさえもダイバーシティ＆インクルージョンの問題に関わっています。報酬をこの
問題に紐付けないと、有耶無耶になってしまいかねないからです。カーボンニュートラルの目標を達成するため
の太陽光分野への投資拡大や電気・電子機器廃棄物の再利用に向けた計画の立ち上げを含め、私たちは気候
変動問題への対処の検討に多くの時間を費やしてきました。

今後については、私の考えでは取締役会と監査委員会を適切に刷新しなければならないと思っています。Best 
Buyには5年ルールというルールがあります。取締役に就任した際に、例えば他社のCEOなどそれまで務めて
いた職種を担うことを止めた時、5年間の制限時間の針が動き始めます。そして5年が経過すると辞表を提出し
なければなりません。これが、取締役の固定を防ぐ強制的な仕組みとして機能するのです。気候変動の分野では、
これらの問題やその他の問題について取り組みを促し続けるには、新しい思考過程とより強い感受性が備わっ
た、そしておそらくより若い後継の取締役会が重要なのです。

学習と能力開発、そして場合によっては後継者育成計画を通じて監査委員会には埋め
なければならないギャップが生じることが見込まれます。
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気候変動と 
監査委員会
Veronica Poole, Vice Chair of Deloitte UK, and Global IFRS and
Corporate Reporting leader

要約
監査委員会が気候変動分野で注目を浴びています。監査委員会は、
企業が気候変動への取り組みを報告し、進捗状況を測定する方法を
明確にする責任があると考えられています。各国はパリ協定のもと約
束を掲げました。そして企業も独自の約束を掲げており、それらの約
束に対する進捗を測定し伝達する必要があります。投資家は、機会や
リスク、排出量、その他気候変動の影響を評価できるよう正確なデー
タを要求しています。規制当局は「グリーンウォッシング」や「ソーシャ
ルウォッシング」を排除すべくESGの報告においてより高い基準を求
めています。そして非政府組織（NGO）は、企業の情報開示における、
こうした命運をかけた目まぐるしく変化する分野での不備を指摘する
傾向を強めています。

問題の核心は、気候変動を企業戦略に組み込まなければならないと
いう点です。こうした融合をすることで企業は約束を掲げることができ、
その結果、ビジネス全体の新しい方向性が明確になり、目的も新たに
定められます。そして、事業運営、統制プロセス、各種指標、情報開示
に調整が加えられます。

現在、多くの取締役が、業績、予算の見通し、資本支出、合併・買収
を検討する際は気候変動の影響を考慮に入れています。そして多くの
企業が今、ストレス下にあるサプライチェーンを再構築する際に気候
変動への影響を優先しています。従来型の調達機能は価格と品質に
重点を置いていますが、今後は判断基準に炭素を組み込むようになる
でしょう。

株主などから企業における「報告の識者」だとみられている監査委員
を務める取締役は、この分野における専門家ではないかもしれません
が、これらの委員においては気候変動に関する知見の取得が急務です。
それでは、何をもって気候変動に関する知見があると言うのでしょう

か？これには、自社の業務と地球（バリューチェーン上の第三者を含
む）へのその影響に関する深い理解のみならず、報告義務と新たに浮
上する基準に関する確かな理解も求められます。リスクと内部統制、
内部・外部保証に関する監査委員会の責任にはまた、気候変動の影
響も反映させる必要があります。これには、取締役による決して少なく
ない時間の投資を伴うほか、さらには、後述する通り経営者からの信
頼できる情報フローも必要です。常に新たな優れた事例に注意を配る
ことで、チームが先駆者から学ぶことが促されます。

監査委員会は焦点を変える必要があるか？
これは重要な問いです。独立機関の試算によると、今や企業価値の
90％以上は無形資産が占めています6。ヒトや技術、ノウハウ、ブラン
ド価値など事業に不可欠な資産の価値はすべて信用と信頼に支えら
れています。そして現代において信頼性の高い有益なESGの報告が
必要です。逆に、ESGの報告が真実ではないと判明したときには、評
判が損なわれかねず、しかも瞬く間に地に落ちる場合もあるのです。

監査委員会の従来からの重点分野は、財務諸表における判断と見積
りの検証でしたが、この点については、監査委員会はある程度焦点を
変え、少なくとも、気候変動が資産価値評価と負債の網羅性に及ぼし
得る重大な影響が、企業が開示する財務諸表に適切に反映されるよ
う徹底する必要があります。
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もっとも、監査委員会の監督責任はさらに広げる必要があるかもしれません。すなわち、全取締役は今後、
企業が自己のビジネスモデルと、既存のものと新たに浮上しつつある気候変動関連リスクを含め気候変動
を前にしたときのそのレジリエンス（適応能力）の説明責任も含める必要があります。企業によっては、ビ
ジネスモデルを刷新しなければ消滅の危機に立たされかねない企業もあります。その場合においては、そ
の移行に向けた戦略と行程をどのように投資家へ説明するかについて慎重に検討する必要があります。

気候変動は監査委員会の責任にどのような影響を及ぼしているか？
以下に示したTCFD提言の開示内容は、監査委員会のための気候変動について考える際の有用な方法の
一つです。4つの分野に分類された以下の11の重要な開示内容は、TCFDによる出版物や事例にて詳しく
掘り下げられています。

TCFDが推奨する11の開示内容

出所：『Implementing the recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures』（TCFD・2021年）7

以下の図は、TCFDの提案を参考に、気候変動に関する監査委員会の責務の重要な側面に関する、デロイトの考え方
を反映したものです。監査委員会の憲章および議題を見直す際に考慮するのに役立つと思います。

ガバナンス

推奨される開示内容

 • 気候変動関連のリスクおよび機会に
ついての、取締役会の監督状況を説
明する

 • 気候変動関連のリスクおよび機会を
評価・管理する上での経営者の役
割を説明する

気候変動関連のリスクおよ
び機会に関する組織のガバ
ナンスを開示する

戦略

推奨される開示内容

 • 組織が特定した、短期・中期・長
期の気候変動関連のリスクおよび機
会を説明する

 • 気候変動関連のリスクおよび機会が
組織のビジネス・戦略・財務計画
に及ぼす影響を説明する 

 • 2℃以下シナリオを含む、さまざま
な気候変動関連シナリオを考慮に
入れた、組織の戦略のレジリエンス
を説明する

気候変動関連のリスクおよ
び機会が及ぼす組織のビジ
ネス・戦略・財務計画への
実際のおよび潜在的な影響
を、そのような情報が重要な
場合に絞り開示する

リスク管理

推奨される開示内容

 • 組織が気候変動関連リスクを特定・
評価するプロセスを説明する

 • 組織が気候変動関連リスクを管理す
るプロセスを説明する 

 • 組織が気候変動関連リスクを特定・
評価・管理するプロセスが組織の
総合的リスク管理にどのように組み
込まれているかを説明する

気候変動関連リスクを組織
がどのように特定・評価・
管理しているかを開示する

指標と目標

推奨される開示内容

 • 組織が、自らの戦略とリスク管理プ
ロセスに即して、気候変動関連のリ
スクおよび機会を評価する際に用い
る指標を説明する

 • スコープ1、スコープ2および当ては
まる場合はスコープ3の温室効果ガ
ス（GHG）排出量と、その関連リス
クを開示する

 • 組織が気候変動関連リスクおよび機
会を管理するために用いている目標、
および目標の達成状況を説明する

気候変動関連のリスクおよ
び機会を評価・管理する際
に使用している指標と目標
を、そのような情報が重要な
場合に絞り開示する
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気候変動に関する監査委員会の責任とTCFDとの関係

監査委員会の主な責任：

(c) Global Boardroom Program
ESGとTCFDの検討を組み込むためのより詳しい指針については、デロイトのレポート『Living your purpose: A roadmap to integrated thinking and reporting』
（デロイト・2021年）を参照してください。

監査委員会の責任の変化：企業の情報開示

企業の情報開示に係る透明性への焦点については、気候変動に関す
る知見のある監査委員会であれば、気候変動関連の重要なリスク、機
会、および戦略上の判断のすべてが認識、測定、および開示に明確に
組み込まれていることを自分で判断できるようになる必要があるで
しょう。これは、製造業やエネルギー・資源、サービス業を問わず、如
何なるビジネスにおいても簡単な作業ではありません。

監査委員会は、気候変動関連で優先度が高い事項は資産・負債の測
定に適切に反映されるよう徹底する必要があるでしょう。そのために
は、気候変動関連のリスクおよび機会に関する経営者の将来に係る
前提および予測が妥当であるか否か、そしてその企業の気候変動に関
する約束および戦略を適切に映し出しているか否かを評価する必要が
あります。先進的企業の多くが、現在は報告基準により要求されてい
ないにも拘わらず、カーボンプライシングに関する前提を自主的に開

示することを選択しています。カーボンプライシングを使用し
ているときは、開示することを推奨します8。現在はカーボン
プライシングを開示していない企業においては、開示を求め
る声の高まりを考慮すべきである。そのビジネスでは投資評
価においてカーボンプライシングを使用していますか？そして
将来予測ではどのようなカーボンプライシングを想定してい
ますか？

各種気候変動シナリオ（例えばパリ協定に合致するシナリオ）9

においては、その企業が責任を担い支配する事業のみならず
バリューチェーン全体における中長期的なシナリオのさまざ
まな影響を評価する必要があるでしょう。監査委員会は、こ
のシナリオプランニングと、減損その他のバランスシート上の
認識・測定判断の根底にある予測にて使用した前提との間
に整合性があるよう徹底する必要があるでしょう。

企業の情報開示

 • 重要なリスク、機会、および戦
略の決定などに関する必要な
開示の質

 • 資産と負債の価値評価

 • ガバナンス構造、経営者の役割、
意思決定の責任の所在に関す
る明確性

リスクと内部統制

 • 短期・中期・長期で見た既存
の主たるリスクおよび新たに浮
上しつつあるリスクの特定と評
価

 • 潜在的な気候変動関連の脅威
に対するビジネスのレジリエンス
（シナリオ分析の活用を含む）

 • ビジネス固有のガバナンスと内
部統制

内部保証

 • 気候変動関連リスクと、リスク
の特定・評価・管理の根底に
あるプロセスに対する適切な注
意

 • 十分なノウハウの利用可能性

 • 気候変動関連の経営情報に対
する保証水準

 • 気候変動関連の主要目標達成
指標（KPI）と目標に対する保
証水準。特に経営陣の報酬に
影響するもの

外部監査

 • 気候変動関連のデータおよび
分析に対する保証水準

 • 財務諸表に対する気候変動の
影響が監査計画に十分反映さ
れている

 • 継続企業の前提に対するリスク
への変動の影響が必要に応じ
て十分理解されている
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このモデル化作業は複雑になり、将来の行動およびカーボンプライシ
ングの変動についてさまざまな仮定を立てることになる場合もありま
す。

TCFDの提言は企業における気候変動ガバナンスの質の重要性を指
摘しており、TCFDが提言するすべての開示内容の検証と承認の中心
に取締役会を据えています。こうしたガバナンスの強調には、シナリオ
分析とESGの報告も含まれています。監査委員会メンバーはまた、企
業内で気候変動関連の意思決定がどのように実施されているかを把
握し、企業の報告内容に実態が反映されていると検証する必要がある
でしょう。これは、組織全体の責務と責任を指し示しており、これが明
確に説明されているか否かという問題です。開示においては、時間の
経過に伴う気候変動による企業業績への影響について、利害関係者
の理解が向上するよう努める必要があります。

明確かつ確固とした企業の情報開示を促すに当たり、監査委員会は
重要性の点を検討する必要があるでしょう。これは財務的重要性であ
ることに違いないのですが、監査委員会はもっと長い目で考え、重要
性の検討においてはバリューチェーン全体を考慮に入れる必要がある
でしょう。そして監査委員会メンバーは、その企業の行動および事業慣
行が企業価値に対するリスクを悪化させ得るか、いかにして悪化させ
るか（例えば、その企業が価値を生むうえで不可欠な資源の使い過ぎ）
を検討するといいでしょう。監査委員会は、傾向に関する情報などの
分野について考え、年次報告書などにおいて何らかの傾向を示す重要
業績評価指標（KPI）が適切で誤解を招かないか、さらにはそれらの
数値自体も検討する必要があるでしょう。例えば、従業員一人当たり
の炭素排出量は減少傾向にあるのに対し、全体の炭素排出量は増加
傾向にあるといったことは往々にしてあります。取締役会と委員会メン
バーは、バリューチェーンにおいて影響がどのように生じ、時間の経過
とともにビジネスにどのように関係し得るかを深く理解する必要があ
るでしょう。

他にも、組織上の問題もあります。監査委員会は主に財務機能とやり
取りすることには慣れていますが、気候変動関連の情報は財務機能以
外のところから来ることがほとんどです。つまり、気候変動に関する報
告には全体的な考え方が求められます。必要なデータは組織全体に
関するものであるにも拘わらず、多くの組織が、監査委員会に明確な
全体像を見せることを検討するに当たりまだ十分に「まとまって」いま
せん。適切な責任の割り当てと報告体制を構築する必要があります。
データは編集が必要かもしれないほか（財務以外のデータはそれほど
信頼できず、改良に一定の時間を要するかもしれません）、既に確立し
ている内部統制の枠組みを調整し、炭素排出の影響も網羅するように
する必要があるかもしれません。炭素予算（カーボンバジェット）を通
じて炭素排出量を記録したうえでパフォーマンスを分析している企業
は、現在のところはかなりの少数派です。それでも、それが重要である
と認める傾向は強まっており、監査委員会は、こうしたツールを使用せ
ずに炭素排出状況を判定できる方法を検討する必要があります。

「私たちが求めているのは、企業
が十分な情報開示を行い、マイ
ナスにもプラスにも進展に影響
を与える可能性のある戦略的変
化を明確に説明することです。こ
れらの短期・中期・長期目標に
より、誰もが進捗を確認し、革新
的なリーダーを特定できるように
なるでしょう」
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「監査委員会は、気候変動を含
むサスティナビリティに関する情
報を幅広く取集することができる
ため、基準を満たす財務情報を
確保するうえで重要な役割を
担っています」

監査委員会の責任の変化：リスクと内部統制
問題の核心にあるのは経営判断です。監査委員会は、その企業が、物
理的リスクと移行リスクの両方を含む既存および新たに浮上しつつあ
る気候変動関連の重要なリスクを特定・監視し、経営判断に役立て
ていることを確かめる必要があるでしょう。設定した目標に向けた進
捗の測定と報告は、説明責任を果たし、レジリエンスに関する懸念に
対処するうえでは不可欠です。このためには、今度は、明確な指標が
定められた適切な気候変動ガバナンスの枠組みと、気候変動に対す
る脆弱性の炙り出しを可能にし、かつ事業戦略上の対応に資する時宜
に適した適当なデータに必要な内部統制の枠組みの適応が求められ
ます。

監査委員会の責任の変化：内部保証
監査委員会は、意思決定と、企業の情報開示における気候変動およ
びTCFD提言の開示を目的とするその企業の気候変動分析にて用い
られている経営情報の質を確かめる必要があるでしょう。監査委員会
は、事業の管理者が中核事業の一部を成す気候変動関連のリスクと
機会に対処すべくどのように技能を向上させているかについて、経営
陣から話を聞く必要があるでしょう。また、内部監査人が、経営者に対
して適切に説明を求め、かつ、内部保証を通じて気候変動関連の経営
情報に対する信頼を高めるのを促すために、どのようにチームメン
バーの技能を向上させる計画を立てているかも理解する必要があるで
しょう。
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監査委員会の責任の変化：外部監査
気候変動に関係して注目を浴びているのは監査委員会だけではあり
ません。外部監査人も同じような立場にあります。監査委員会は、気
候変動関連の問題が外部監査人の業務に、計画されている専門家の
使用と併せてどのように組み込まれているか、そして、財務諸表に対
する気候変動関連のリスクを特定しこれに対応し、かつ開示内容の妥
当性と質を評価するのに必要な情報が外部監査人に提供されている
か否かを評価する必要があります。

監査委員会への外部監査人の最終報告書には、監査人の結論、重大
な検出事項、計画した手続を行う中で直面した問題が記載されている
必要があります。

また、監査対象外の気候変動関連のKPIおよび開示内容が、経営状
態およびレジリエンスを理解するうえで不可欠であり、合理的な保証
または限定的な保証の対象とすべきか否かも検討する価値があります。
保証により、報告する情報に対する信頼が高まる可能性があります。

監査委員会は、こうした気候変動関連の知識を自ら備えているべきか、
あるいは定期的に専門家の助言を受けられるようにすべきか？
取締役会は、専門知識をその権限の範囲内でどのように導入するか
について、異なる判断に至るでしょう。気候変動が監査委員会の議題
に不可欠である現在、監査委員会は専門知識の確保と、効果的な方
法で提供されることを確保する必要があります。

「私たちは気候変動の複雑性を
過小評価してはいけません。委
員会にとっては、この複雑性へ
の対処は骨の折れる作業になり
得ますが、単に監査委員会に専
門家を割り当てれば良いという
問題ではないと私は考えていま
す」

監査委員会は、気候変動がその企業にど
のような影響を及ぼすか（または及ぼし
得るか）、そしてどのように企業価値に関
係するかを明確に理解することが不可欠
です。

よってTCFDが提唱するとおり、気候変動の経済的影響を説明するう
えで必要な知識が監査委員会に備わっていることが大切です。

さいごに
この分野は変化が著しい分野です。したがって、ビジネスモデル、サプ
ライチェーン、企業の方針、報告基準、データの利用可能性のすべて
に注意を配ることで、監査委員会が新たに浮上しつつある問題を敏感
に認識でき、かつ、気候変動の経済的影響について迅速かつ有用な報
告がなされるようにする必要があります。

自己の有効性を検証するに当たって、監査委員会は必要な技能と知
識の定期点検の一環として気候変動に関する自己の能力も併せて評
価する必要があるでしょう。学習と能力開発、そして場合によっては後
継者育成計画を通じて埋めなければならないギャップが生じることが
見込まれます。考慮すべきことが山ほどあるように聞こえるかもしれま
せんが、実際にそうなのです。気候変動問題に対処するためには、リー
ダーシップと長年にわたる継続的な努力が求められます。

この領域がまだ成長過程の分野であるという点を
理解する必要があります。私たちはみな現時点で
は学びの過程にあり、どの取締役会においても現
在のところ対応状況は完璧ではありませんせし、も
ちろん完璧な基準も存在しません。しかしながらこ
れらの状況を挑戦しないことの言い訳にしてはなり
ません。
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ステークホルダーへのインタビュー：Katherine Lee

Bell Canada Enterprisesの監査委員会およびコーポレートガバナンス委員会の委員。
また、Colliers International Groupの監査委員会と役員報酬委員会の委員、Public 
Sector Pension Investmentsの監査委員会、投資・リスク委員会、コーポレートガバ
ナンス委員会の委員も兼任しています。GE Capital Canadaの社長兼CEOとカナダに
あるGE Capital Real EstateのCEOを歴任。

私は3つの会社で取締役を務めています。それぞれ業界も地域も異なる会社です。一つはカナダ最大の通信会
社、もう一つは世界有数の不動産サービス・投資管理会社、そしてもう一つはカナダ最大級の年金運用会社です。
各々の業界、地域、異なる利害関係者が原因で気候変動に関するそれぞれの戦略も異なります。この問題につ
いて、気候変動に関するリスクと機会について学ぶにしたがい、私たちは毎年進化し、そして向上しています。私
個人の意見では気候変動戦略に取り組むにあたっては、正しい行動を取り、毎年より良い行動を取り続けようと
する企業風土が出発点になると思います。

共通する大きな変化は、私たちの気候変動対策は今や「行動を起こす」段階に入ったという点です。今日、私た
ちには気候変動の解決に向けた枠組みがあります。5年前を振り返ると、どちらかというと話題に上るという存
在でした。近年、この変化は顕著になっています。BCEは気候変動に関する取り組みを大幅に加速させており、
4つの柱に戦略を結び付け、自らの取り組みを発信し、Bell for Betterプラットフォームによりイニシアチブを
主導しています。ColliersはElevate the Built Environment戦略により意欲的な目標達成に取り組んでいま
す。そしてPSPは、責任ある投資報告書に自己の方針を掲げています。これらはすべて、今年に入って打ち出さ
れたものです。2018年には、PSPは新たに浮上しつつあるリスクと機会に照らして投資と意思決定を管理する
ために、気候変動に関する企業の方針を策定していました。これらの会社はいずれも専門のリソースを設置しま
した。Colliersにおいては、新しい役割を創設し、そしてエネルギー業界から気候変動専門のリーダーを迎え入
れており、気候変動に関するノウハウという面では突出し、成果の促進、必要なガバナンスの実行、あらゆる情
報開示の管理を図っています。これらの各要素が、進捗を牽引し、促し、そして観察すると考えられます。この計
画は、気候変動について約束ではなく公約を立て、目標を掲げてそして説明責任をもって進捗状況を測定するこ
とを目的としていると私は考えます。

大半の取締役および監査委員会メンバーにとって、気候変動の解決はまだ開発途中の作業であり、進めながら
学んでいるところです。透明性をもって不確実性の中を進みながら、新しい気候変動の指標を観察することが新
しい行動様式になるでしょう。

技能に関して言えば、取締役会には、外部の専門家から得た気候変動に関する十分な知識と、早急に私たちの
行動を評価するための独立した視点が備わっている必要があります。取締役会に気候変動の専門家を置くこと
に関してですが、過去において私たちは多様性やテクノロジー、その他の専門分野の専門家を招いてきました。
おそらく気候変動に関しても同じ対応を検討すべきでしょう。ただ私たちは、まだその段階に達していません。

2022年以降の株主総会では、気候変動の話題に関して投げ掛けられる質問の数は増加すると予想しています。
気候変動に関する私たちの戦略について具体的な質問をする投資家その他の利害関係者は増えるでしょう。以
前までは、彼らの質問は私たちの方針や誓約、戦略に関するものでした。今後は、観察や各種指標、情報開示
に関する質問になると私はみています。企業においては、気候変動に関する確かな行動計画と、その計画がど
のように実質ゼロの実現を促すかを説明するよう求められるでしょう。そうした計画では、短期および長期のい
ずれにおいても、企業が自社および自己が属する業界に適した正しい指標をどのように導き出すかを説明し、優
先課題をいくつか抜き出し、そして財務指標よりも重視するリスクに対処する必要があります。11月に予定され
ている国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP 26）により新しい方針が打ち出され、私たちはそれに
注意を配り理解に努めることになるでしょう。私たちは進捗の観察と測定方法、そして測定をどのように監査可
能にすべきかを解明する必要があります。それこそが、監査委員会が果たすべき役割であり、ガバナンス構造の
欠かせない部分なのです。取締役会には、時勢に遅れず、気候変動関連のリスクと機会を管理する責任があり
ます。私たちは新しい動向を注視し、私たちの戦略とプロセスに最新の情報を組み込むよう努めています。
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気候変動とサステナ
ビリティに関する 
報告の背景： 
もっと世界で 
統一が図られた 
報告に向けて

今日ESG情報に対する要求が高まっている要因
投資家など企業が開示する情報の利用者が比較可能で信頼できる情
報を求める傾向が強まっています。これは、長期的なリターンが、世界
経済の成長と広範に及ぶ社会・環境問題の影響を受けるからです。
同様にこれらの要素は、企業の業績と先行きに直接影響を及ぼします。
今日、企業価値の大部分は、技術や知的資本、人的資本、業務の社
会的ライセンスに代表される非財務的な要素が多くを占めます。投資
家らは、価値がどのように創造され持続するかを理解するために、こ
れらの要素に関する情報を必要としています。今日の企業の多くは、
経済的成功の範疇を超える目的に応える存在として自らを認識してお
り、多くが目的主導のアプローチを採用しています。しかしながら、企
業が「目的主導」になるのであれば、自らの事業のために定めた目的
に応えるための努力の結果を測定し報告することが大切です。そうす
ることで、企業が掲げた環境・社会戦略上の目標に係る誠実さと本
気さが向上します。

国際サステナビリティ報告基準が必要な理由
簡潔に言うと、自主的なサステナビリティ報告基準や報告の枠組みで
は、ESG関連の取り組みに関する一貫性のある比較可能な情報を促
進するには不十分であることが分かったため、国際基準が必要なので
す。

（期間ごと、ある企業と他社、および同じ業界内などでの）一貫性のあ
る比較可能な情報が欠落しており、また、情報に対するガバナンスと

統制に係る質、ならびにその情報について与えられている保証の種類
と程度の質にばらつきがあります。記述的情報と財務情報の間に繋が
りがない選択的報告は、「グリーンウォッシング」（現実以上に状況が
良く環境に優しいという誤解を与えるような楽観的見方または誤った
印象）を招きかねません。

一貫したグローバルな基準の設定は、報告制度が一般に受けいれら
れる（資本市場からの受容を含む）ためには不可欠です。このような
アプローチは、正当性、独立性、透明性、公的説明責任・監督、およ
び徹底したデュー・プロセスを可能にさせるのです。これらの原則を
適用することで、一貫性のある包括的かつ比較可能な情報を促し得る、
質の高いサステナビリティ報告基準の策定が可能になるはずです。

現状は？誰がESGの開示に関する基準設定を担うか？
状況は急速に変わりつつあります。私たちは国際サステナビリティ報
告基準の実現への道を歩んでいます。COP 26では、国際サステナビ
リティ基準審議会（ISSB：International Sustainability Standards 
Board）の設立が発表されました。同審議会は、既にある国際会計基
準審議会（IASB：International Accounting Standards Board）
と並んで IFRS財団の傘のもとに設置される予定です。TCFDの提言な
ど、サステナビリティに関する代表的な基準設定機関やフレームワーク
の策定者による既存の作業を基に、気候変動関連の財務的開示基準
が2022年6月にも公表される可能性があります。
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ISSBのサステナビリティ基準を世界的に採用し、企業が経常的な年
次報告にて報告すべき内容の統一が図られた国際的土台を確立する
というのが狙いです。これは IOSCOや IFACなどが提唱し、G7および
G20が支持しているアプローチです。世界的土台が実現すれば、企業
価値を左右するサステナビリティ周りの問題に関して世界共通の比較
可能な情報を取得するという投資家など年次報告書の利用者のニー
ズが満たされます。

世界共通のESG報告実現への道のりの分析に関するその他の情報に
ついては、こちらをクリックしてください。

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/globally-consistent-esg-reporting.html
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検討すべき課題

監査委員会の力量
監査委員会の委員長は質の高い気候変動関連報告に対する精力的な
取り組みを促していますか？

監査委員会を全体として見たとき気候変動に関する知見は備わってい
ますか？

監査委員会は気候変動、財務諸表における気候変動関連事項の説明
（予測を含む）、およびTCFDやSASBなど認知されている基準に則し
た開示について、業界における適切なトレーニングを受けたことがあ
りますか？

監査委員会の会議と付託事項書
監査委員会の議題として気候変動を個別に取り上げていますか？また、
その頻度は十分と言えますか？

監査委員会は、気候変動対応について、重要事項の特定や特定のた
めの十分は情報収集を行っていますか？

監査委員会の役割は、規程やポリシー等に明文化されていますか？

会計上の判断、事業・財務報告、その他会社発表の監督

監査委員会は、監査にあたり財務・非財務双方の経営情報が十分に
報告されていると感じているか？

監査委員会は、企業が公表している気候変動関連事項に関する内部
保証または外部保証の水準を検証していますか？

監査委員会は、気候変動関連リスクに係る経営者の予測およびシナリ
オテストを、広く認められているシナリオ上のデータ、業界の実情、ビ
ジネスモデルに照らして評価しましたか？

監査委員会は、財務上の判断の背景にあるカーボンプライシングの前
提の開示を検証しましたか？

監査委員会は、TCFDが提言する開示など年次財務諸表外のすべて
の情報を点検し、財務諸表の作成にて使用されている情報と一貫性
がありかつ信頼できることを確認していますか？

リスク管理と内部統制
新興リスクを特定する手続を通じ、物理的リスクと移行リスクの両方
を含む重大な気候変動関連リスクを特定し評価できると監査委員会
は思いますか？

明確な指標設定や適切な内部統制のフレームワークの適用を伴った
気候変動ガバナンスのフレームワークが存在し、経営判断に関する統
制が企業の気候変動関連の目標達成を支えていると監査委員会は確
認しましたか？

リスク領域において、気候変動に対する脆弱性を評価するために自社
資産や業務を適切に棚卸ししており、ビジネスは特定されたレジリエ
ンス上の課題に対処していると監査委員会またはリスク委員会は確認
しましたか？
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年次報告書の内容
年次報告書は、有効な開示のためのTCFDの基本原則に従っていま
すか？

原則1：開示は関連性のある情報を表示すべきである
年次報告書は次の条件を満たしていますか：

 • その市場、事業、経営戦略または投資戦略、財務諸表、将来のキャッ
シュフローに対する気候変動関連のリスクおよび機会の潜在的影響
に特に関係する情報を示している

 • 気候変動関連の問題に対するその組織のエクスポージャーと同問
題への対処方針を利用者が評価するうえで十分詳しい情報が盛り
込まれている

 • 企業価値に対する気候変動関連問題の潜在的影響の観点から見た
情報を、影響のさまざまな時間枠と種類を考慮に入れかつそれらに
注意を払ったうえで示している

 • 省略したリスクまたは問題は年次報告書にとって重要ではないこと
を必要に応じて説明している

 • 利用者による問題の理解にとって有用ではない定型文を並べた開
示が回避されている

原則2：開示は具体的かつ完全であるべきである
年次報告書は次の条件を満たしていますか：

 • 次の点に係る十分な概観を示している
 – 潜在的な気候変動関連の影響に対する組織のエクスポージャー
 – そうした影響の考えられる規模と確率
 – 気候変動関連リスクを管理するための組織のガバナンス、戦略、
および手続き

 – 気候変動関連のリスクと機会の管理に関係して使用している指標
および目標

 • 利用者が実際の達成状況に照らして以前の予想を評価し、かつ将
来の見通しを分析することを可能にするために、過去と将来に関す
る情報を網羅する開示内容が盛り込まれている

 • リスクまたは達成状況を十分に説明するまたはこれらの代わりとし
て機能する各種指標が含まれており、かつ、組織が気候変動関連の
リスクと機会をどのように管理しているかが示されている

 • 定量的開示にて使用されている定義が、それら開示の範囲とともに
明確に説明されている。例えば、どの排出量で、スコープ3の場合
であれば、どの排出区分が排出量削減目標に含まれているかなど

 • そうした排出量削減目標を測定する際の基準となる年が明確に示さ
れている。また、絶対的情報と相対的情報が開示されている

 • 例えば予測に関するものなど、どのような主たる前提を使用してい
るかが明確に示されている

 • 気候変動関連事項に関する企業のガバナンス構造と監督が、TCFD
の枠組みに適宜関連付けて明確に説明されている。例えば、教育、
気候変動関連の情報を取得する手順、取締役会と委員会による監
視・監督活動、サステナビリティや気候変動に関する目標の達成度
に紐付けられた役員報酬など

原則3：開示は明確で偏りがなく、容易に理解できるべきである
年次報告書は次の条件を満たしていますか：

 • 適宜、最低基準を遵守するだけにとどまらず、報告書の多様な利用
者のニーズに応える気候変動に関する明確な開示が示されている

 • 記述的開示を数字や図表を用いて補完し、定量的情報と定性的情
報の両方が網羅されている

 • リスクと機会を均等に説明している

原則4：開示は経時的一貫性が保たれているべきである

 • 年次報告書は、各種指標、前提、および開示の種類の変更について
必要な説明を記載しており、それら項目の期間別の比較が可能です
か？

原則5：開示は特定の業界、産業、またはポートフォリオ内の組織間
で比較できるべきである

 • 年次報告書は、例えばTCFDが提言する指標の分類やSASBの基
準などの情報源を含めることで、組織間のリスクの比較を向上させ
るに足る詳細を示していますか？

原則6：開示は適当かつ裏付けがあり、客観的であるべきである
年次報告書は次の条件を満たしていますか：

 • 信頼できかつ正確で、偏りがなく、重要ではない事業の部分における
「好ましい」話しに過度に焦点が当てられていない開示内容である

 • 使用した方法と適用した前提について下された判断を説明している

原則7：開示は適時になされるべきである

 • 適当かつ時宜に即した情報が少なくとも年に1回、破壊的な気候変
動関連事象が発生したときはそれよりも多くの頻度で示されていま
すか？



監査委員会の展望 － 気候変動への対応  | 監査委員会の展望について

32

監査委員会の世界は急速に変化しており、重大問題は目まぐるしく展開しています。議題に載っているとき
は、それら新しい問題については企業の経営者側と監査委員会の会議の両方において学習、経験の獲得、
判断力の向上に投資をすることが求められます。

デロイト・グローバル・ボードルーム・プログラムによる本シリーズ、監査委員会の展望では、不慣れで困
難な場所、辺境にある重大な問題を取り上げることに狙いを定めています。気候変動に関する本稿を皮切
りとする各レポートでは、監査委員会の議題に載っている問題で、進化とさらなる注意を必要とする問題を
取り上げる予定です。それらのレポートでは、デロイトの対象分野の専門家と、企業の執行役や投資家、規
制当局者、監査委員会の委員長など日々の生活にてそれらの問題に向き合っている人々による洞察力に富
んだ解説を示し、監査委員会メンバーに役立てていただくことを目指しています。また各レポートでは、世
界各国・地域の委員会の動向を調べるために実施する、監査委員会のメンバーおよび委員長を対象とする
調査の結果も示す予定です。

本シリーズに付けた「フロンティア（辺境）」という言葉は熟慮のうえ選んだ言葉です。すなわち、本シリー
ズで取り上げる各問題は、ある意味険しく地図に載っていない地形に鎮座している問題ばかりです。これら
の問題に取り組むに当たっては障害に直面し、乗り越えなければならない困難にぶつかり、そして不完全な
情報をもとに決断を下さなければならない時が来るでしょう。こうした環境における旅人には通常とは異な
るアイテムが必要です。すなわち、目的地に辿り着くのに役立つ思慮に富んだガイドと二者択一的ではない
考え方が必要になります。

監査委員会の 
展望について
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